
い
わ
ゆ

る

「
四
百
年
会
」

に

つ
い
て

一

太
田
町
遊
亀
公
園
の
北
に
あ
る

一
連
寺
の
山
門
を
入
る
と
、
突
き
当
り
に
鐘

堂
が
見
え
る
。
そ
の
北
側
に
甲
府
市
戦
災
殉
難
者
な
ど
の
菩
提
を
弔
う
宝
塔
が

あ
る
。
そ
の
う
し
ろ
、
日
清
戦
役
従
軍
死
者
忠
魂
碑
の
と
な
り
に

「
四
百
年
会

碑
」
と
大
き
く
刻
ま
れ
た
ニ
メ
ー
ト
ル
余
の
石
碑
が
あ
る
。
後
ろ
に
ま
わ
る
と

己

裏
面
に
は

「観
音
妙
智
力
」
と
上
部
に
刻
ま
れ
て
、
そ
の
下
に
関
係
者
の
氏
名

が
面

一
杯
に
書
か
れ
て
い
る
。
賛
同
者
の
氏
名
が
五
一
名
、
発
起
者
が
市
会
議

長
や
県
会
議
長
を
し
た
林
闇
を
は
じ
め
、
名
取
忠
愛
、
村
松
甚
蔵
、
平
原
庄
兵

衛
、
細
田
粂
次
郎
な
ど
の
知
名
人
八
名
、
世
話
人
が
山
本
生
長
ほ
か
三
名
、
発

願
人
近
藤
東
来
及
び
石
工
の
名
が
刻
ま
れ
、
大
正
十
三
年
七
月
吉
日
建
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
四
百
年
会
に
つ
い
て
、　
一
連
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
趣
旨
書

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

四
百
年
會

二
就
テ

四
百
年
會

ハ
近
藤
東
茶
先
生
畢
生
ノ
事
業

ニ
シ
テ
翁
力
之
フ
唱
導
シ
奨
励

ス
ル
事
愛

二
多
年
翁
今
ヤ
齢
七
十
有
五
尚
銀
鰈
ト
ン
テ
壮
者
フ
凌
ク
而
シ

テ
南
船
北
馬
四
百
年
會
フ
各
地

二
設
立
ス
ル
者
己

二
十
有
六
甲
府
市
有
志

者
亦
翁
ノ
唱
導

二
翼
賛
シ
本
市

二
四
百
年
會
ヲ
設
立
セ
ツ
ト
シ
之
力
妻
起

フ
鳥
シ
タ
ル
ハ
大
正
八
年

二
在
り
爾
茶
営
事
者
間
翫
不
休
以
テ
事
業
ノ
進

捗
を
計
り
桑

二
甲
府
市
會

ハ
本
會
事
業
ノ
主
意
タ
ル
四
百
年
間
蓄
積
ノ
ロ

的
フ
以
テ
本
會
ヨ
リ
甲
府
市

二
寄
附
ツ
タ
ル
金
四
百
国
フ
受
領
シ
本
會
ノ

目
的
ヲ
達
成
ス
ル
決
議
フ
鳥
シ
タ
ル
ハ
賃

二
大
正
十
二
年
十

一
月

ニ
シ
テ

四百年会碑 (一蓮寺)



本
會
事
業
遂
行
ノ
第

一
梯
タ
リ

意

フ
エ
四
百
年
會

ノ
事
業
タ
ル
ヤ
ロ
前
ノ
管
利

二
走
ル
浅
薄
ナ
ル
事
業

ニ

ア
ラ
ス
ン
テ
其
企
喜

ハ
高
遠
雄
大
ノ
思
想

二
基
ス
ル
國
家
的
事
業

ニ
ツ
テ

乃
チ
本
會
最
終

ノ
ロ
的

ハ
四
百
年
後

二
於
ケ
ル
甲
府
市
民

二
一
大
福
慶
ヲ

飴
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
本
會

々
員

ノ
子
孫
及
甲
府
市

ノ
後
縫
者
力
忠
賃

ニ

本
會

ノ
主
意
ヲ
縫
承
シ
本
會
己
定

ノ
企
固
ヲ
遂
行
セ
ハ
四
百
年
ノ
後

二
於

ケ
ル
甲
府
市

ハ
金
参
拾
億
有
餘
園

ノ
諺
大
ナ
ル
財
産
フ
保
有
ス
ル
ニ
至
ル

ヘ
ン

今
ヤ
四
百
年
後
ノ
慶
福
ト
ナ
ル
因
子

ハ
愛

二

（甲
府
市

二
於
テ
）
稜
芽
ノ

曙
光
フ
獲
生
ス
是

ヨ
リ
年
々
歳

々
歳
卜
共

二
成
育
長
大
シ
テ
遂

二
一
大
偉

人
タ
ラ
ン
ト
ス
是
力
道
途
タ
ル
四
百
年
間
之
フ
保
育
ス
ル
甲
府
市
力
員
面

ロ

ニ
其
任
務
フ
蓋

ン
以
テ
営
初
本
市
市
會
力
鳥

ン
タ
ル
決
議
及
ヒ
本
會
々

員
力
企
固
セ
シ
本
願

二
背
カ
サ
ル
ニ
於
テ

ハ
ロ
的
ノ
彼
岸

二
到
達

ス
ル
事

期
Ｙ
ア
待
ツ
ヘ
キ
ナ
リ

人
或

ハ
ロ
ク
四
百
年

ハ
歳
月

二
於
テ
永
キ

ニ
失
ス
ト
今
ヤ
歳
月
ノ
長
短

ハ

論
議

ス
ル
ニ
足
ラ
ス
蓋

ン
四
百
年
ノ
後
此

一
大
財
産
フ
共
有
ス
ル
甲
府
市

民
力
其
歓
天
喜
地
ノ
状
態

ハ
今

ヨ
リ
想
像

ス
ル
ニ
難
カ
ラ
ス
必
然
四
百
年

前

ノ
祖
先
力
烏
ン
タ
ル
此
高
尚
ナ
ル
事
業
ノ
遺
徳

二
感
泣
シ
之
力
報
恩
ノ

峯
ア
ル
ヘ
ク
又
自
ラ
奮
起
シ
テ
四
百
年
後
ノ
一
大
事
業
フ
妻
企
ス
ル
ニ
至

ル
ヘ
シ
斯
ク
テ
子
々
相
承
ケ
孫
々
相
縫
キ
國
家
卜
共

二
永
遠
無
窮

二
至
ル

ヘ
シ因

二
四
百
年
會

ノ
ロ
的

ハ
四
百
国

ノ
元
資
金
フ
集
醸

シ
之
フ
一
市
町
村

二
寄
附
シ
自
治
体
ノ
カ

ニ
依
り
複
利
ノ
方
法
ヲ
以
テ
四
百
年
間
蓄
積
シ

而
ツ
テ
其
自
治
体
ノ
大
資
源
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者

ニ
シ
テ
今
候
リ

ニ

年
利
四
朱
ノ
複
利
法

二
攘
ツ
之
ヲ
四
百
年
間
蓄
積
ス
ル
時

ハ
其
最
後

ニ

於
テ

ハ
金
参
拾
億
弐
千
壷
百
六
拾
七
萬
七
千
拾
萱
園
七
拾
五
錢
ノ
元
利

金
ヲ
得
ル
計
算
ト
ナ
ル
ナ
リ

二

こ
の
四
百
年
会
の
甲
府
市

へ
寄
附
の
話
は
大
正
九
年
に
始
ま

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
条
件
付
寄
附
は
取
扱
い
上
非
常
に
困
難
を
伴
う
の
で
受
入
れ
は
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
寄
附
金
の
受
入
れ
の
窓
口
は
、
甲
府
市
の
参
事

会
で
あ

っ
た
。
参
事
会
は
市
会
に
お
い
て
そ
の
議
員
中
よ
り
選
挙
さ
れ
た
参
事

会
員
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
参
事
会
の
権
限
は
、
市
会
の
権
限
に
属
す
る
事
件

で
、
そ
の
委
任
を
う
け
た
も
の
を
議
決
す
る
こ
と
、
市
長
よ
り
市
会
に
提
案
す

る
議
案
に
つ
い
て
、
市
長
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
な
ど
で
あ

っ
た
。
こ
の

市
会
よ
り
参
事
会
に
対
す
る
委
任
事
項
の
う
ち

「
寄
附
金
ノ
受
領
及
之

二
伴
フ

豫
算
追
加
ノ
事
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。

大
二
十
二
年
十

一
月
二
十
四
日
の
参
事
会
で
、
参
議
第
三
三
号

「
寄
附
金
受

入
ノ
件
」
で
審
議
さ
れ

「
東
京
都
府
下
日
暮
里
谷
中
本
千
三
十
八
番
地
近
藤
東

茶

ヨ
ツ
四
百
園

ハ
甲
府
市
特
別
基
本
財
産
中

二
四
百
年
間
複
利
積
立
ノ
ロ
的

ニ

テ
天
災
地
変
等
非
常
ナ
ル
場
合

二
於
テ

ハ
適
首
虎
理
差
支
ナ
キ
旨
ヲ
以
テ
寄
附

出
願

二
付
之
フ
受
入
ル
ゝ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
可
決
さ
れ
た
。

寄
附
者
の
近
藤
東
来
は

「
徳
川
幕
府
三
〇
〇
年
で
は
短
い
。
四
〇
〇
年
た

っ

て
初
め
て
世
の
中
は
ま

っ
た
く
変
る
」
と
し
て
積
立
期
限
を
四
〇
〇
年
と
し
た
。

四
〇
〇
年
を
逆
に
当
時
か
ら
遡

っ
て
考
え
て
見
る
と
、
大
正
十
二
年

（
一
九
二

三
年
）
か
ら
四
〇
〇
年
前
は
大
永
三
年

（
一
五
二
三
年
）
で
武
田
信
玄
、
幼
名

太
郎
の
袴
着
の
式
が
行
わ
れ
た
年
に
当
る
。
こ
の
時
代
の
変
化
を
み
る
と
、
四

〇
〇
年
後
は
ど
ん
な
時
代
に
な

っ
て
い
る
か
、
推
測
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
近

年
の
よ
う
に
国
際
的
影
響
も
う
け
て
、
変
化
の
テ
ン
ポ
の
早
い
現
代
で
は
、
な
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お
さ
ら
困
難
で
あ
ろ
う
。
野
人
の
寄
附
者
の
夢
と
、
現
実
に
行
政
を
担
当
し
て

い
る
者
の
意
識
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
寄
附
金
の
受
入
れ
を
拒
否
し
て
来
た
。

し
か
し
、
天
災
地
変
等
非
常
の
場
合
の
流
用
は
差
し
支
え
な
い
と
、
市
当
局
に

ア
ロ
ー
ワ
ン
ス
を
与
え
た
の
で
受
入
れ
た
。
だ
が
、
市
会
議
員
の
中
に
は
、
寄

附
者
の
意
向
が
、
四
〇
〇
年
据
置
に
あ
る
以
上
は
、
少
々
の
天
災
地
変
で
は
支

出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
軽
々
し
く
こ
の
よ
う
な
要
求
に
応
じ
た
こ
と
は
、

一
つ
の
例
に
な
り
指
定
寄
附
を
す
る
も
の
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
将

来
に
累
を
の
こ
す
と
反
対
の
意
見
が
あ
っ
た
。

十
二
月

一
日
に
開
催
さ
れ
た
市
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
寄
附
の
受
入
れ
の
決

定
は
、
参
事
会
の
権
限
外
で
あ
る
と
の
強
い
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
件
は

当
日
の
市
会
の
議
題
で
な
く
、
単
に
報
告
で
あ
る
の
で
、
議
論
は
他
日
に
譲
る

こ
と
と
し
た
。

十
二
月
六
日
付
の
山
梨
日
日
新
聞
に
、
四
〇
〇
年
据
置
問
題
に
つ
い
て
の
参

事
会
の
代
決
を
取
消
し
、
改
め
て
基
本
財
産
蓄
積
条
令
に
準
拠
し
、
特
別
会
計

と
し
て
受
入
れ
、
支
出
す
る
場
合
は
第
七
条
に
よ
り
支
出
す
る
こ
と
と
し
、
近

く
市
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
、
と
の
記
事
が
あ

っ
た
。
こ
の
市
会
で

の
審
議
に
つ
い
て
調
べ
た
が
、
大
正
十
二
年
前
後
の
市
会
の
議
事
録
に
は
欠
落

が
多
く
、
こ
の
作
の
市
会
で
の
審
議
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
後
の
関
連
の
新
聞
記
事
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

大
三
十
二
年
度
の
甲
府
市
の
決
算
書
で
は
、
基
本
財
産
寄
附
金
四
〇
〇
円
の

収
入
が
あ
り
、
蓄
積
を
行

っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
。
だ
が
、
寄
附
者
の

意
向
に
よ
る
複
利
積
立
や
、
新
聞
記
事
に
記
さ
れ
た
特
別
会
計
に
よ
る
運
用
が

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
な
い
。
昭
和
三
年
刊
行
の

『
甲
府
市
制
四
十
年

記
念
誌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
基
本
財
産
預
金
を
み
て
も
、
預
入
期
間
は

一
か

年
ま
た
は
当
座
預
金
、
預
入
先
は
第
十
銀
行
で
、
利
率
は
六
朱
五
厘
ま
た
は
六

朱
、
日
歩
九
厘
で
あ

っ
て
、
複
利
積
立
の
状
況
は
確
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
こ

の
寄
附
金
に
つ
い
て
付
言
さ
れ
て
い
な
い
。

昭
和
二
年
十
月
二
十

一
日
付
で
、
近
藤
東
来
に
対
し
、
大
二
十
二
年
十

一
月

甲
府
市
特
殊
基
本
財
産
と
し
て
四
〇
〇
円
寄
附
し
た
の
で
褒
賞
条
例
に
よ
り
、

山
梨
県
知
事
鈴
木
信
太
郎
か
ら
褒
状
が
授
与
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
み
て
も
、
四

〇
〇
円
の
寄
附
を
受
入
れ
た
が
、
甲
府
市
当
局
は
、
市
会
の
意
見
等
を
勘
案
し

て
特
別
な
取
扱
い
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
前
の
市
制
、
町
村
制
の
下
で
は
、
市
町
村
は
そ
の
財
産
収
入
に
よ
り
財
源

を
中
心
と
し
た
財
政
運
営
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
基
本
財

産
の
維
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
地
方
自
治
法
の
制
定
と
と
も
に
、
こ
の

考
え
方
は
改
め
ら
れ
、
租
税
収
入
が
財
政
収
入
の
中
心
と
な
り
、
基
本
財
産
の

維
持
は
任
意
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
十
八
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に

よ
り
、
従
来
の
基
本
財
産
、
積
立
金
穀
の
制
度
を
整
備
し
、
基
金
制
度
が
設
け

ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
基
本
財
産
を
始
め
各
種
基
金
は
、
財
産
調
整
基
金
に
統

合
さ
れ
た
。

昭
和
五
十
三
年
近
藤
東
来
の
長
男
、
近
藤
乾
年
か
ら
甲
府
市
に
対
し
、
父
の

寄
附
金
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
照
会
さ
れ
た
。

（近
藤
乾
年
は

『
甲
府
市
史

別
編
Ｈ
美
術
工
芸
』
に
、
中
央
画
壇
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
）
改
め
て
調
査
し
た
結
果
、
寄
附
者
の
意
志
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
住
友
信
託
銀
行
へ
特
約
付
金
銭
信
託
と
し
て
保
管
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。
大
正
十
二
年
の
四
〇
〇
円
は
近
藤
東
来
の
作
成
し
た
年
利

四
分
複
利
計
算
表
で
は
五
〇
年
目
の
昭
和
四
十
八
年
で
二
八
九
六
円
四
五
銭
と

な
っ
て
お
り
、
金
銭
信
託

へ
預
託
し
た
昭
和
五
十
三
年
で
も
三
四
三
三
円
二
三

銭
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
戦
後
の
金
銭
信
託
の
金
利
の
動
き
を
み
る
と
五
年

も
の
が
昭
和
二
十
六
年
か
ら
三
十

一
年
ま
で
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
後
は
六
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パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
パ
ー
セ
ン
ト
代
が
つ
づ
い
て
い
る
の
を
勘
案
し
、
銀
行
側

の
金
銭
信
託
契
約
は
最
低
五
〇
〇
〇
円
と
い
う
条
件
に
併
せ
て
、
昭
和
五
十
三

年
九
月

一
日
に
六
〇
〇
〇
円
の
金
銭
信
託
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
れ
が
現
在
で

は
、
金
利
の
低
迷
の
た
め
、　
一
万

一
七

一
二
円
と
な
っ
て
い
る
。

大
正
十
二
年
当
時
の
四
〇
〇
円
の
価
値
は
ど
の
位
だ

っ
た
か
。
大
二
十
二
年

七
月
広
島
市
助
役
か
ら
甲
府
市
長
に
推
薦
さ
れ
た
石
井
淳
雄
市
長
の
年
俸
が
六

〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
当
時
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七

・
九
の
関
東
大
震
災
が
九

月

一
日
に
あ
り
、
物
価
は
大
き
く
変
動
し
て
い
た
。
週
刊
朝
日
編

『
値
段
史
年

表
』

（朝
日
新
聞
社
　
昭
和
六
十
三
年
刊
）
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
手
紙
三

銭
、　
ハ
ガ
キ

一
銭
五
厘
、
ビ
ー
ル
二
九
銭
、
白
米

一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
三
円
四
銭
、

日
本
酒
並
等

（
一
・
八
リ
ッ
ト
ル
）

一
円
二
〇
銭
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
現
在
狂
乱
物
価
の
親
玉
と
さ
れ
て
い
る
地
価
は
、
銀
座
の
三
愛
付
近
で
大

二
十
年
に
一
坪

一
〇
〇
〇
円
で
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
寄
附
金
で
も
取
得
で
き

な
か
っ
た
。
現
在
は
、
こ
の
地
価
は
一
億
数
千
万
円
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
上
昇
率
は
と
て
も
他
の
物
価
と
比
較
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
か
ら

類
推
さ
れ
る
現
在
の
物
価
よ
り
み
た
当
時
の
四
〇
〇
円
の
貨
幣
価
値
と
、
複
利

の
方
法
に
よ
る
蓄
積
の
現
在
高
と
で
は
と
て
も
比
較
に
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

四
〇
〇
年
を
経
過
す
る
と
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
金
利
で
も
、
三
〇
億
二
一
〇
〇

万
円
余
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

寄
附
者
で
発
願
人
で
あ
っ
た
近
藤
東
来
は
、
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
年
）
名

古
屋
市
南
区
戸
部
の
豪
農
の
家
に
生
れ
、　
〓

一、
三
歳
か
ら
書
画
に
親
し
ん
だ
。

一
四
、
五
歳
で
国
を
出
て
、
各
地
を
放
浪
し
た
。
桂
小
五
郎

（木
戸
孝
充
）
か

ら
金
を
も
ら
い
、
北
海
道
開
拓
に
従
事
し
た
。
西
南
戦
争
で
は
西
郷
隆
盛
の
軍

に
参
加
し
、
敗
れ
て
監
獄
に
つ
な
が
れ
た
り
し
た
。
大
正
十
四
年

（
一
九
二
五

年
）
に
甲
府
で
没
す
る
ま
で
、
各
地
で
書
画
を
揮
亀
し
て
歩
い
た
。

彼
は
晩
年
、
四
〇
〇
年
会
を
考
え
出
し
た
。
書
画
を
揮
亀
し
て
、
代
償
と
し

て
金
を
も
ら
い
、
そ
の
四
〇
〇
円
を
地
元
の
市
町
村
や
寺
院
に
寄
託
、
そ
の
団

体
は
そ
れ
を
銀
行
に
預
託
し
て
、
積
立
四
〇
〇
年
後
に
そ
れ
を
有
益
に
使
用
す

る
こ
と
、
と
い
う
夢
の
あ
る
計
画
だ

っ
た
。
こ
ん
な
会
を
日
本
全
国
で

一
〇
〇

か
所
を
予
定
し
、
二
五
か
所
に
設
立
し
た
。
そ
の
一
つ
が
甲
府
市
に
寄
附
さ
れ

て
い
る
。
当
時
の
甲
府
市
の
知
名
人
の
名
が
前
述
し
た
四
〇
〇
年
会
の
碑
に
並

ん
で
い
る
。

彼
の
日
本
画
は
中
村
岳
陵
が
賞
賛
す
る
程
で
あ

っ
た
が
、
中
央
画
壇
に
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

四

近
藤
東
来
の
寄
附
金
の
外
に
こ
の
よ
う
な
夢
の
あ
る
寄
附
が
甲
府
市
に
あ
る
。

甲
府
市
川
田
町
出
身
の
鶴
田
久
作
か
ら
大
正
十
五
年
に
合
併
前
の
西
山
梨
郡

甲
運
村

へ
寄
附
が
あ

っ
た
。
鶴
田
久
作
は
東
京
で
出
版
社

「
玄
黄
社
」
を
主
宰

し
、
国
民
文
庫
を
発
刊
し
た
実
業
家
で
あ

っ
た
。
金
額
は

一
万
円

（寄
附
期
日

は
大
二
十
五
年
十
二
月
末
日
に
五
〇
〇
〇
円
、
昭
和
二
年
十
二
月
末
日
に
五
〇

〇
〇
円
）
と
い
う
大
金
で
あ

っ
た
。
寄
附
条
件
は
村
有
教
育
基
金
と
し
て
三
井

信
託
株
式
会
社
に
五
〇
年
間
信
託
し
て
お
く
こ
と
、
そ
の
収
益
金
の
う
ち
信
託

元
本
に
対
し
年
利
五
分
に
相
当
す
る
金
額
を
六
月
及
び
十
二
月
に
甲
運
村
の
子

弟
の
教
育
資
金
に
充
当
す
る
た
め
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
れ
以
上

の
利
子
の
金
利
は
毎
年
基
金
の
中
に
繰
入
れ
て
積
立
て
て
行
く
こ
と
と
し
た
。

実
業
家
ら
し
く
、
金
の
預
託
方
法
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
キ
ッ
チ
ッ
と
文
書
に

規
定
し
て
い
る
。
甲
運
村
で
は
こ
の
収
益
金
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
子
供
の
教
育
資



金
に
使
用
し
て
来
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
甲
運
村
が
甲
府
市
に
合
併
後
は
、
貨

幣
価
値
の
変
動
に
よ
り
、
そ
の
資
金
と
し
て
役
割
を
果
せ
な
く
な
っ
て
、
そ
の

ま
ま
財
政
調
整
資
金
の
中
に
編
入
さ
れ
て
き
た
。
昭
和
五
十
二
年

一
月
に
五
〇

年
の
期
間
満
了
と
な
っ
た
が
、
満

一
〇
〇
年
ま
で
は
延
長
出
来
る
と
の
信
託
契

約
に
よ
り
更
に
五
〇
年
延
長
し
た
。
信
託
終
了
の
時
に
は
、
三
井
信
託
株
式
会

社
は
、
甲
運
村
の
管
轄
内
に
お
け
る
子
弟
の
教
育
資
金
の
み
に
充
て
る
こ
と
を

条
件
に
、
甲
運
村
に
信
託
財
産
の
金
銭
を
交
付
す
る
と
の
特
約
が
結
ば
れ
て
い

Ｚつ
。

〒
屋
２
大
年
二
ａ

路
２
畠
覇
善
豊
ｇ

ま
た
、
も
う

一
人
は
、
東
京
の
京
橋
で
工
業
用
機
械
商
を
営
ん
で
い
た
清
水

鹿
蔵
で
あ
る
。
甲
運
村
の
出
身
で
あ

っ
た
清
水
鹿
蔵
は
、
昭
和
五
年
五
月
亡
母

の
三
三
回
忌
を
縁
と
し
て
、
三
菱
信
託
銀
行
に
五
〇
〇
円
を
指
定
金
銭
信
託
し
、

一
〇
〇
年
後
の
現
在
高
の
半
額
を
、
郷
里
で
あ
る
西
山
梨
郡
甲
運
村
字
川
田
、

和
戸
、
桜
井
、
横
根
の
基
本
金
と
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
信
託
契
約

の
条
項
に
は
、
甲
運
村
と
、
菩
提
寺
寿
徳
院
と
で
平
等
の
割
合
を
も

っ
て
利
益

を
享
受
す
る
こ
と
と
し
、
五
〇
年
の
指
定
金
銭
信
託
と
し
、
期
間
満
了
す
る
と
、

更
に
五
〇
年
延
長
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
信
託
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
件
は
、
い
ず
れ
も
旧
甲
運
村
か
ら
合
併
に
よ
り
甲
府
市
に
引
継
が
れ

た
も
の
で
、
四
百
年
会
に
比
し
て
期
間
は
百
年
と
短
い
。
し
か
し
、
寄
附
者
が

両
人
共
に
、
実
業
家
で
あ
る
だ
け
に
、
信
託
業
法
が
成
立
し
た
大
正
十
二
年
よ

り
ま
だ
あ
ま
り
経
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
と
い
う
形
で
、
そ
の
寄

附
の
目
的
の
実
現
を
は
か
っ
て
い
る
。

四
百
年
会
の
寄
附
も
、
信
託
の
形
で
積
立
て
ら
れ
た
。
各
々
の
寄
附
が
、
そ

の
期
間
満
了
の
折
に
は
、
そ
の
意
図
が
市
民
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
目
的
が
具
現

さ
れ
る
こ
と
を
祈

っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
敬
称
略
〉

山 巣 ロ ロ 新 駅

411年後の夢を寄付

大正12年の寄付が改めて確認されたことを
伝える山梨日日新聞記事(昭和53年 1月 25日 )

※
近
藤
東
来
の
経
歴
は
、
藤
森
成
吉
著

四
〇
年
刊
）
に
よ
っ
た
。

『知
ら
れ
ざ
る
鬼
才
天
才
』

（春
秋
社
　
昭
和

（市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
）

―一―一―-5S年前に甲府の画家


